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三木市の給食概要

三木市の学校給食のあゆみ

明治２２年 山形県で給食が始まる

昭和３４年 三樹小で給食が始まる
昭和３８年 三木小で給食が始まる
昭和56年 小学校全校で給食が始まる
平成21年 中学校全校で給食が始まる



三木市の給食概要
【学校数】
幼稚園 2園
小学校 １３校
中学校 ６校
特別支援学校 １校
【調理場数】
単独校方式 ４調理場
共同調理場 ６調理場

【食数】
５，5００食



献立ができるまで

献立検討委員会・・・校長・保護者・教師・栄養教諭
各校からの意見を基に検討し
献立を決定

物資調達委員会・・・校長・保護者・栄養教諭
価格・原材料の確認、食材のサンプ
ルの試食などをしながら食材を選ぶ



学校給食審議会

学識経験者・保護者・校長・栄養教諭

・学校給食基本方針
・学校給食費の改定
・地産地消等の取組に
関することなど



学校給食基本方針

1 おいしく安全・安心な給食を
提供する

2 食育を推進する
3 地産地消を促進する
4 郷土愛を育む献立を
充実させる

かじや風ドライカレー



地産地消の取組

市内産野菜たっぷり献立の提供
・２２品目の地元産野菜を使用
・米は市内産ヒノヒカリ・
キヌヒカリ

・卵は市内養鶏所から寄附

市内産野菜使用割合
令和2年～令和6年度 25～31％



地産地消の取組

三木市の特産品を提供
・ぶどう（ピオーネ等）
・山田錦で作った味噌
・黒豆、黒枝豆



三木市の給食費

給食を作るための経費の内訳
小学校の1食単価：594円

２７２円３２２円

保護者負担
食材費

三木市負担
人件費
光熱水費
施設費
地産地消推進費
物価高騰分補填



三木市の給食費

給食を作るための経費の内訳
中学校の1食単価：637円

３１０円３２７円

保護者負担
食材費

三木市負担
人件費
光熱水費
施設費
地産地消推進費
物価高騰分補填



令和7年度の給食費

※令和６年度は前年度の給食費に据え置いた額を徴収
※小・中学校は８月を除く１１ヵ月分を徴収し、３月については各学年の給食回数により、精算額を徴収
※幼稚園は、引き続き主食費のみが保護者負担となり、４・８月を除く１０ヵ月分を徴収
※学校給食基準回数：小学校１８５回 中学校１７０回 幼稚園１６０回

令和５年まで 令和６年４月から

月 額 １食単価 月 額 １食単価

幼稚園
３,６００円

(園児は主食費600円) 225円
４，１９０円

(園児は主食費600円)
262円

（+37円）

小学校 ３,９４０円 234円
４，５７５円
（＋635円）

272円
（+38円）

中学校 ４,１００円 265円
４，７９０円
（+690円）

310円
（+45円）

三木市の給食費



三木市の給食費

物価高騰による献立の工夫
対応内容 Ｒ１ Ｒ６

デザート・果物の回数 ３７回 １８回

食材の変更

鶏もも肉 鶏むね肉
牛肉 豚肉・鶏むね肉
鮭 しいら・たら

湯葉、おかひじき、
三つ葉、パセリ等 使用しない

変わりパン（バタートップパ
ン・りんごパン等）・混ぜご
飯（わかめご飯・炊込みご
飯）の回数

４２回 ２８回



三木市の給食費

小学校の1食単価



三木市の給食費

中学校の1食単価



令和８年度４月からの給食費

※小・中学校は８月を除く１１ヵ月分を徴収し、３月については各学年の給食回数により、精算額を徴収
※幼稚園は、引き続き主食費のみが保護者負担となり、４・８月を除く１０ヵ月分を徴収
※学校給食基準回数：小学校１８５回 中学校１７０回 幼稚園１６０回

現行給食費 令和８年４月から
月 額 １食単価 月 額 １食単価

幼稚園
４，１９０円

(園児は主食費600円) 262円
５，１２０円

(園児は主食費900円)
（＋300円）

320円
（+73円）

小学校 ４，５７５円 272円
５，６２０円
（＋1,045円）

334円
（+62円）

中学校 ４,７９０円 310円
５，９２０円
（+1,130円）

383円
（+73円）

三木市の給食費



三木市の給食費

給食費を改正すると・・・・

・行事食やデザート類が充実
・いろいろな食材の使用が可能
・献立の幅が広がる
・混ぜパン、 混ぜご飯が増加
・食育の推進

児童生徒がワクワクするような魅力的な給食に！



今後も安全安心で魅力ある給食、食育の
推進を目指します ！


